
D 

D以上 

１０㎝以上 

煙突 

コンクリート製の 

めがね石等 

（金属以外の不燃材料） 

薪ストーブの規制について 
 

 

 

薪ストーブ設置例（市火災予防条例） 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストーブの上方１．５ｍ

以上距離を空けること。 

煙突の設置高さは屋根面

から垂直距離で６０ｃｍ

以上の高さとすること。 

ストーブの前面

１．５ｍ以上、後面

及び側面は１ｍ以

上の可燃物等から

離すこと。 

ストーブは、土間又は

不燃材料のうち金属以

外のもので造った床上

に設けること。 

屋根の軒、外壁の可燃材料から１５

ｃｍ以上離すこと。 

煙突の構造又は材質に応じ、支わ

く、支線、腕金具等で固定すること。 

煙突は容易に清掃ができる構造と

すること。 

４６ｃｍ以上 

(自主安全基準) 



 

 

 

薪ストーブの維持管理 
 

 

 ① 薪ストーブの周囲は、常に、整理及び清掃に努めて下さい。 

 

 ② 薪ストーブの近くで衣類などの燃えやすい物を乾燥させないで下さい。 

 

 ③ 薪ストーブ及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持し 

て下さい。 

 

 ④ 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないで下さい。 

※ 危険ですので、薪以外の燃料である石炭、プラスチック、ビニール、発砲スチロー 

ルなどは絶対に燃やさないで下さい。特にガソリンなどの可燃性の強い液体を燃料と 

して使用することは大変危険です。 

 

 ⑤ 灰の処理は、炎が完全に消えたのを確認してから行って下さい。 

   ※ 灰をごみ箱などの中に入れると火災が発生する危険性があるので、不燃性の取灰入れに

入れて処理するようにして下さい。 

 

 ⑥ 煙突の清掃を定期的に実施して下さい。 

 ※ 煙突に付着したタール等は煙道火災の原因になり危険ですので、必ず清掃を行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

◎適用法令等 

 ・消防法第９条（火を使用する設備、器具等に対する規制） 

 ・郡上市火災予防条例第５条（ストーブ） 

 ・郡上市火災予防条例第１７条の２（火を使用する設備に附属する煙突） 

 ・建築基準法施行令第１１５条（建築物に設ける煙突） 

 

◆問合せ先 

郡上市消防本部 予防課 

☎ ６７－１２１９（直通） 

                             最寄りの消防署所 

 


